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ママの子育てプチ講座
　子どもの笑顔を引き出し、毎日の生活に役立つ、お母さん向けの講座です。全４回とも託児あります。
　内容によっては、お子さんとご一緒する時間もあります。
【場所】 市生涯学習交流センター「松の館」
【日程】 日時 定員 講座名 参加料 持参物

8月31日(水)
10:00～12:00 12人 「みんなでキャラ弁づくり」 材料費500円 エプロン、お弁当箱

９月７日(水)
10:00～12:00 20人 「おやこエクサ」 無料 スニーカー、バスタオル

10月5日(水)
10:00～12:00 20人 「おかあさんの癒しの時間」（心温まるお話） 無料 　

10月26日(水)
10:00～12:00 12人 「かんたんケーキでティータイム」 材料費500円 エプロン

【申し込み】希望する講座名を選んで開催日の１週間前までにお申し込みください。

【申し込み・問い合わせ先】つがる市教育委員会　生涯学習課　電話49-1200

食 育 推 進 事 業

「ライフセービング体験」３期生 参加者募集！
　ライフセービングは水辺の事故をなくすことを目的とした活動で、事故防止のための監視や指導、救助など
を行います。実際にライフセーバーが海の正しい知識を教えてくれるので、興味のある方はご参加ください。
●開催日時：７月16日から８月21日までの参加可能な日　9：00～16：00
●開催場所：マグアビーチ（車力漁港隣）
●募集人数：10人（高校生以上）
●参 加 料：無料
●準 備 物：水着、水中メガネ、ビーチサンダル、バスタオル、筆記用具
●申し込み：電話で申し込みしてください（要予約）
※ライフセービング体験は、資格を取得するものではありません。
※詳細については下記へお問い合わせください。
【申し込み・問い合わせ先】商工観光課　電話42-2111（内線432）

親子料理教室・メロン収穫体験
 つがる市の将来を担う子どもとその保護者を対象
に、食の大切さを学び市内でとれた農産物を使った料
理作りとメロンの収穫体験を開催します。
●日　時：８月５日（金）　9:30～14:30
●場　所：【親子料理教室】
　　　　　 市生涯学習交流センター「松の館」
　　　　 【メロン収穫体験】　
　　　　　 工藤一三さんの畑（つがる市越水駒田）
　　　　　 ※小雨決行（雨天の場合は雨具準備）
●参加料：１人500円（メロンのおみやげ付き）
●持参物：三角巾、エプロン、剪定ハサミ
●応募資格：つがる市に在住する親子および家族
　　　　　　（子どもは小学生以上）
●定　員：先着20組限定
●締め切り：７月29日(金）

夏野菜の漬物教室
　つがる市でとれた夏野菜（ナス、キュウリなど）
を使った加工教室を開催します。
●日　時：８月29日(月）9:30～13:30
●場　所：市生涯学習交流センター「松の館」
●参加料：500円
●持参物：三角巾、エプロン
●応募資格：つがる市に在住する方
●定　員：先着30人
●締め切り：８月24日(水）

日本ライフセービング協会認定
アドバンスサーフ　ライフセーバー
斎　藤　俊　史

★参加料持参のうえ下記へお申し込みください。

 【申し込み・問い合わせ先】
　　農林水産課　電話42-2111（内線414）
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古紙リサイクルエコステーションをご利用ください
　家庭から出る古紙を持ち込むことができる回収ボックスをイオンモール柏
（センターモール西入口付近）に設置していますのでご利用ください。

　回収時間：毎日午前９時～午後８時
　回収品目：新聞紙（折込チラシ可）・雑誌・雑紙など
　注　　意： アルミ、プラスチックなどでコーティングされたものは回収

しません。ナイロン、ビニール部分は取り除き、紙ひもでしっ
かり縛ってください。

【問い合わせ先】環境衛生課　電話42-2111（内線282）

夏の電力使用制限に伴う

ごみの減量にご協力お願いします
　東京電力・東北電力管内では、電力需要のピークを迎える夏場に電力供給が不足する事態が想定されており、
一般廃棄物処理施設を含む公共施設については、特に率先して節電に取り組むことが求められています。
　私たちの生活から出る可燃ごみは、つがる市稲垣町にある西部クリーンセンターで処理されますが、この施
設は莫大な電力で稼動しており、今後、施設の節電等の状況によっては、可燃ごみの処理ができなくなり、ご
みの収集に制限がでる可能性があります。
　そのため、生ごみの水切りをしっかり行うなど、ごみの減量に努めるとともに、できるだけ可燃ごみを増や
さないようさらなる分別を徹底していただき、また、分別と併せて電力消費量を抑えていただきますよう、ご
理解とご協力をお願いします。
【問い合わせ先】　環境衛生課　電話42-2111（内線282）

下水道の適正な使用について(お願い)
　最近、下水道に下水以外のもの（下着類・オムツ・布着れ等）が流されたことにより、ポンプに絡まり度々
故障しております。ポンプが停止すると汚水処理に重大な影響を及ぼすことから、ご利用にあたっては、ご注
意のうえ、適切な使用に努めていただきますようお願いします。

【問い合わせ先】下水道課　電話42-2111（内線372）

冷蔵倉庫を所有の方へ
　冷蔵倉庫用家屋は、一般の倉庫よりも耐用年数の短い倉庫という位置付けとなり、平成２４年度からは評価
額が早く減少する計算が適用となります。
対象となる冷蔵倉庫の要件(以下の要件すべてに該当すること)
○木造以外のもの
○倉庫自体が冷蔵機能を有しているもの
○保管温度が常時１０℃以下に保たれているもの
○家屋が複数の用途に使われている場合は、冷蔵倉庫部分が最も大きな床面積を占めているもの
※通常の倉庫内にプレハブ方式冷蔵庫や業務用冷蔵倉庫などを設置しているものは除きます
※すべての要件を満たしている場合でも、基準年数を経過している建物は変更されません
　倉庫の実地調査　　冷蔵倉庫用家屋の認定については実地調査が必要となります。
　　　　　　　　　　該当すると思われる倉庫を所有している方は税務課資産税係までご連絡ください。
【問い合わせ先】　税務課　電話42-2111（内線211）

台所 水洗便所 マンホール 下水道
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保険料納付免除制度
～ 経済的に納付が困難な場合は免除制度を利用しましょう ～

　保険料の納付が免除・猶予となる「保険料納付免除制度」、20歳以上30歳未満を対象とした「若年者納付猶
予制度」が設けられています。免除等を受けず保険料を未納にしておきますと万一、障害や死亡など不慮の事
故が発生した場合、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられないことがありますのでご注意ください。

１．申請免除制度
　①全額免除（保険料の全額15,020円を免除）
　②一部納付免除
　（保険料の一部を納付、残りの保険料を免除）
　　•４分の１納付（３/４免除）　 3,760円
　　•２分の１納付（半額免除）　　7,510円
　　•４分の３納付（１/４免除）　11,270円　　　　　
　　※本人、配偶者、世帯主の所得審査があります。
　　※ 平成23年７月～平成24年６月分の申請については、前年（平成22年中）の所得で審査を行います。（未申

告の場合は免除の申請はできません）　
　　※一部保険料を納付しなかった場合は、未納と同じ扱いになります。
　　※保険料納付免除制度のお知らせは納付書に同封されていますのでご確認ください。

２．若年者納付猶予制度
　30歳未満の方が対象で本人、配偶者の所得審査があり、承認されると保険料が猶予されます。年金の期間と
しては計算されますが年金額には反映されません。10年以内であれば後で納付することができますので追納す
ることをお勧めします。
　＜免除の承認期間＞
　　保険料納付免除制度、若年者納付猶予制度とも７月から翌年６月まで
　　※若年免除を継続されている方は30歳の誕生日の前月までしか承認を受けることができません。
　　　引き続き免除を受ける場合は免除の申請が必要です。

●７月１日より平成23年度免除申請を受付しています。　
　＜申請手続きに必要なもの＞
　　①年金手帳または基礎年金番号がわかるもの
　　②認印
　　③他市町村から転入された方は、前年の所得証明書
　　④失業などの場合は次のいずれかの添付が必要です。
　　　•雇用保険被保険者離職票（コピー）
　　　•雇用保険受給資格証（コピー）
　　　•雇用保険被保険者資格喪失確認通知書（コピー）
●平成22年度（22年７月～23年６月）分の免除申請は平成23年８月１日まで受付しています。

【問い合わせ先】市民課　電話42-2111（内線261・267）

　市では、青森県信用保証協会と、中小企業者の事業資金にかかる借入を円滑にするため、特別保証
制度を実施しています。地元中小企業者のご利用しやすい制度として、きめ細かい対応をしていくこ
とになっていますので、ご利用ください。

【事業活性化資金】
　貸付金額：2,000万円まで
　保証期間： 10年以内（据置期間：運転資金６

カ月以内、設備資金１年以内）
　貸付利率：年利3.5％以内

【簡易小口資金】
　貸付金額：1,000万円まで
　保証期間： ７年以内（据置期間：運転資金６

カ月以内、設備資金１年以内）
　貸付利率：年利3.3％以内
　そ の 他：保証金額300万円以内
　　　　　　３年間保証率１％以内補給
【問い合わせ先】青森県信用保証協会五所川原支所　電話35-4121　　商工観光課　電話42-2111（内線432）

＜免除の対象となる所得のめやす＞

扶養人数 全額免除 一部免除
1/4納付 半額納付 3/4納付

3人扶養 162万円 230万円 282万円 335万円
1人扶養 92万円 142万円 195万円 247万円
扶養なし 57万円 93万円 141万円 189万円

　平成22年度、全額免除申
請をして「却下」となった
方でも、一部納付免除に該
当する方も多くいますので
ご相談ください。




